様式第２号（第６条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　　　　号
                                                         　　　　年　　月　　日
（サービス事業者等の代表者）様
                   　　　　                           　色 　麻 　町 　長
介護保険法に基づく監査の結果について（通知）

（※１　勧告、命令等にいたる場合）
　このことについて、　　年　　月　　日（　）に（サービス事業者等の名称）の監査を実施した結果、法第７８条の８、第１１５条の１６、法第１１５条の２５の規定に基づく勧告、命令等を行う事由に該当する事項が認められましたので、通知します。
（※２　指定の取消し等にいたる場合）
　このことについて、　　年　　月　　日（　）に（サービス事業者等の名称）の監査を実施した結果、法第７８条の９、第１１５条の１７、第１１５条の２６に規定する指定の取消し等を行う事由に該当する事項が認められましたので、通知します。
（※３　取消処分等にいたらない場合）
　このことについて、　　年　　月　　日（　）に（サービス事業者等の名称）の監査を実施した結果、不利益処分にはいたらないものの、改善を要する事項が認められたため、引き続き実地指導に準じた指導を行うこととしましたので、通知します。
　なお、指導の実施時期等については別途通知します。
※不服の申し立て
  この決定に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して６０日以内に町に対して異議申立てをすることができます。
　この決定について不服があるときは、当該処分の決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に町を被告として（町長が被告の代表者となります。）提起することができます。
　なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
様式第２号（別紙）
指定地域密着型サービス事業者等監査調書
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